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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年８月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（かき養殖施設） 

発生日時 平成２５年２月８日 ２３時２３分ごろ 

発生場所 広島県広島港第１区 

 広島県広島市所在の広島港元宇品東防波堤北灯台から真方位０８

８°２,３００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２０.９′ 東経１３２°２９.５′） 

事故調査の経過  平成２５年２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

砂利採取運搬船 第十一高神
こうじん

丸、７１０トン 

 １３４１１６、有限会社益井組 

 ５９.３４ｍ×１３.００ｍ×５.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成６年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６５歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和４６年５月２１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年４月１３日 

  免状有効期間満了日 平成２６年４月２６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部及び左舷外板に擦過傷 

かき養殖施設 かき筏７台を損傷 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、海砂約１,５００ｔを積載し、船

長が単独で船橋当直に当たり、広島港第１区の広島市金
かな

輪
わ

島と広島県坂

町との間を約７ノットの対地速力で手動操舵によって北進した。 

 坂町西方沖には、南北約９００ｍ東西約４００ｍにかけてかき養殖

施設（以下「本件養殖施設」という。）が敷設され、本件養殖施設西

側の北端、中央及び南端の３か所に標識灯が設置されており、坂町北

方には広島市と坂町を結ぶ広島大橋が架かっていた。 

 船長は、平成２５年２月８日２３時２１分ごろ、本件養殖施設の標

識灯を右舷後方に視認した際、ほかの標識灯が見当たらなかったの

で、本件養殖施設を通過したと思い、２３時２２分ごろ船首目標とす

る広島大橋の橋梁灯に向けて右転した。 
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 船長は、間もなくして左舷前方に標識灯を視認し、通過した標識灯

が本件養殖施設西側北端の標識灯ではないことに気付き、急いで左転

したが、２３時２３分ごろ、広島港元宇品東防波堤北灯台から真方位

０８８°２,３００ｍ付近において、本船が本件養殖施設に衝突し

た。 

 船長は、海上保安庁に連絡したのち、広島県海田
か い た

町に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：波 なし、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

 本件養殖施設のかき筏は、直径約２０～２５cm、長さ約１５ｍの竹

で組まれ、１台の大きさが縦約２５ｍ、横約１０ｍであり、６台を直

径約３cm、長さ約３５０～４００ｍの鋼製ワイヤロープでつないで１

連とし、同ロープ両端に取り付けられた約１０ｔの錨を投下して固定

していた。 

 本件養殖施設のかき筏に設置された各標識灯の主要諸元は、次のと

おりであった。 

・ 北端及び南端に設置されていた標識灯 

    品  名 小型簡易型太陽電池式標識灯 ラッコⅡ 

    灯  高 約２.２５ｍ 

    灯  質 黄光、毎４秒に１閃光（明０.５秒） 

    光  源 超高輝度ＬＥＤ（２４個使用） 

    実効光度 １４ｃｄ 

    光達距離 ５.５km 

・ 中央に設置されていた標識灯 

    品  名 標識灯 Ｅ－２型（太陽電池式） 

    灯  高 約１.３７ｍ 

    灯  質 黄光、毎４秒に１閃光（明０.４秒） 

    光  源 超高輝度ＬＥＤ（２４個使用） 

    実効光度 ８.６ｃｄ 

    光達距離 ４.５km 

 船長は、本事故発生場所付近を何回も航行しており、本件養殖施設

の位置や標識灯が本件養殖施設西側の北端、中央及び南端の３か所に

設置されていることを知っていたが、海図に本件養殖施設の位置や予

定針路を記載せず、また、ＧＰＳプロッターに予定針路を入力してい

なかった。 

 船長は、本事故当時、レーダーを０.７５マイルレンジで使用して

いた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 

あり 

なし 

なし 
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 判明した事項の解析  本船は、広島港第１区を北進中、船長が、本件養殖施設の標識灯を

右舷後方に視認した際、ほかの標識灯が見当たらなかったので、本件

養殖施設を通過したと思い、船首目標とする広島大橋の橋梁灯に向け

て右転したことから、本件養殖施設に向けて航行することとなり、本

件養殖施設に衝突したものと考えられる。 

 船長は、右舷後方に視認した標識灯を視認した際、ほかの標識灯が

見当たらなかったので、本件養殖施設西側の北端の標識灯を通過した

と思ったものと考えられるが、視認した標識灯は本件養殖施設西側の

中央の標識灯であったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、広島港第１区を北進中、船長が、本件養

殖施設の標識灯を右舷後方に視認した際、ほかの標識灯が見当たらな

かったので、本件養殖施設を通過したと思い、船首目標とする広島大

橋の橋梁灯に向けて右転したため、本件養殖施設に向けて航行するこ

ととなり、本件養殖施設に衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・養殖施設や障害物については、海図に記載して正確な位置を把握

しておくこと。 

 ・予定針路については、海図に記載するとともに、ＧＰＳプロッタ

ーに入力して航行中に確認すること。 

 


